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資料１３ 

経過措置が令和７年３月３１日までの事項について 

 

１ 業務継続計画未策定減算 

指定居宅サービス等基準及び指定地域密着型サービス基準に規定する基準を満

たさない事実が生じた場合に，その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の

初日である場合は当該月）から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで，

当該事業所の利用者全員について，所定単位数から減算することとするものです。 

 ※ 「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」に記載している対象サー

ビスは，４月１５日までに「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出

が必要であり，届出がない場合は「減算型」とみなされます。 

◆ 基準上講ずるべき措置 

  ・ 業務継続計画を策定し，従業者に周知するとともに，必要な研修及び訓練を

定期的（年１回以上）に実施する。 

・ 定期的に業務継続計画を見直し，必要に応じて変更を行う。 

    

２ 身体拘束廃止未実施減算 

事業所において身体拘束等が行われていた場合ではなく，指定居宅サービス等基

準及び指定地域密着型サービス基準に規定する基準を満たさない事実が生じた場

合に，その翌月から改善が認められた月までの間について，利用者全員について，

所定単位数から減算することとするものです。 

また，基準を満たさない事実が生じた場合，速やかに改善計画を市に提出し，事

実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市に報告する必要があり

ます。 

※ 「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」に記載している対象サー

ビスは，４月１５日までに「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出

が必要であり，届出がない場合は「減算型」とみなされます。 

◆ 基準上講ずるべき措置 

・ 身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由（切迫性・非代替性・一時性の３つの要件を満

たすこと）を記録する。 

・ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に 1 回以上開催

し，その結果について従業者に周知徹底を図る。 

・ 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

・ 身体拘束等の適正化のための研修を定期的（年２回以上）に実施するととも

に，新規採用時にも実施する。 
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３ 介護職員等処遇改善加算 

令和６年６月以降に加算Ｖ ～Ｖ を算定している事業所について，加算Ⅴは令

和７年３月までの経過措置区分であるため，令和７年４月以降は加算Ⅰ～Ⅳに移行

する必要があります。 

※ 該当事業所は４月１５日までに，「処遇改善計画書」及び「介護給付費算定に係

る体制等状況一覧表」等の提出が必要であり，届出がない場合は「なし」とみな

されます。 

 

４ 多床室の室料負担 

   次に掲げる要件に該当する場合，多床室の利用者に係る基本サービス費について，

室料相当額を控除するものです。 

ア 介護老人保健施設 

・ 当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が

８以上であること。 

・ 令和７年８月から令和９年７月までの間は，令和６年度において，介護保険

施設サービス費（Ⅱ）・（Ⅲ）・（Ⅳ）を算定した月が，介護保険施設サービス費

（Ⅰ）を算定した月より多い，つまり７か月以上であること。 

イ 介護医療院（Ⅱ型） 

令和７年８月以降，当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で

除した数が８以上であること。 

ウ （介護予防）短期入所療養介護 

   ア及びイを準用する。 

※ 「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」に記載している対象サー

ビスは，８月１日までに「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出

が必要です。 

 


